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令和４年３月２日（第１日） 

開議１３時００分 

 

○議長（星 正彦君） 

ただ今から、令和４年第１回鞍手町議会定例会を開会します。 

教育長より行政報告の申し出があっていますので、 

これを許可します。 

教育長。 

○教育長（外園 哲也君） 

 それでは行政報告をさせていただきます。 

 行政報告。令和 4年 3月 2日。鞍手町立小学校の統合に向けたあり方について。 

鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会、以下検討委員会とします。より今年度

の検討結果の提言を受け、教育委員会において審議した今後の町立小学校の統合に向けた

あり方について、行政報告いたします。 

検討委員会は、小中学校の児童及び保育所等の未就学児を持つ保護者を中心とした委員

に地域の代表者と学識経験者を加えた 15名の委員で構成し、当町の小学校に関する最適な

教育環境を検討することを目的とし、令和３年８月 26日に第１回が開催されました。 

検討委員会では、町内全小学校の児童数の現状と将来推計を基本とし、校舎等の施設の老

朽化の状況から小学校管理費の財源となる地方交付税交付金の算定方法まで、鞍手町の小

学校が置かれている状況を委員の皆様に認識していただくことから始め、６小学校の全て

が小規模校となっている状況を踏まえた上で、今後当町の小学校はどうあるべきか、検討・

協議していただきました。 

具体的な検討経過としては、まず「現状の６小学校を維持するべきか」それとも「何らか

の形での統合が必要か」について協議が行われ、これについては委員全員の総意により「な

んらかの形での統合が必要」との結論に至り、令和３年 12 月 23 日に第１次として提言を

いただきました。 

第１次提言に基づき、次に統合の校数と場所についての検討が開始されましたが、新型コ

ロナウイルスの感染拡大の影響もあり、今年度については校数についての結論を得ること

に焦点を絞り協議を進めることとされました。 

校数についての協議では、１校統合案と、標準規模校と小規模校で構成する２校統合案が

比較・検討されましたが、多くの友人と共に学び、切磋琢磨する環境となる１校に統合する

べきとの結論となり、令和４年２月 16日に第２次として提言をいただきました。 

教育委員会では、検討委員会からの第１次及び第２次提言を受け、教育委員会として「今

後の町立小学校のあり方について」の審議を行い、次のような方針を決定し、総合教育会議

において町長へ報告しました。 

報告した内容は２枚目に書いております。 
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教育委員会としては、鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会から頂いた提言

を最大限尊重し、現状の６小学校を１校に統合する方針とします。 

ただし、１校に統合することで学校規模が大きくなることから、発達障がい等の児童を含

む大きな集団に溶け込むことが難しい児童に配慮するため、教員配置等のソフト面、ＧＩＧ

Ａスクール構想の実現を含む公社・設備等のハード面を充実させることに加えて、人間関係

に困っている児童やそもそも学校という枠組みに属することが難しい児童への対応として、

適応指導教室の機能をさらに充実させた仕組みの導入を併せて検討していきます。 

以上で行政報告を終わります。 

○議長（星 正彦君） 

以上で行政報告を終わります。 

まず、町長より提出されております専決処分の報告 道路改良事業 本町・今村線道路改良

工事請負契約の変更第１回及び監査より提出されております例月現金出納検査報告書並び

に令和３年度後期定期監査 結果報告書をお手元に配布していますので、ご確認下さい。 

次に本日まで受理しました陳情３件は、お手元に配布しています陳情文書表のとおり、所

管の常任委員会に付託しますので報告しておきます。 

これより日程に入ります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において１２番議員 的野信

之議員及び１３番議員 須山由紀生議員を指名します。 

次に、日程第２、会期の決定を議題とします。 

今期 定例会の会期は、本日から３月１６日までの１５日間にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から３月１６日までの１５日間に決定しました。 

次に、日程第３ 町長の施政方針表明の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（岡崎 邦博君） 

 令和４年第１回鞍手町議会定例会の開会にあたり、今回提案いたします諸議案の提案理

由の説明に先立ちまして、町政運営に関する私の基本的な考えと主要施策の概要について、

町長就任時からこれまでの取組を振り返りながら、令和４年度の施政方針を申し上げます。 

なお、令和４年度の施政方針及び予算編成につきましては、私の町長としての任期が本年

９月８日までとなっておりますが、行政の継続性や住民福祉サービスの停滞を防ぐことな

どに鑑み、これまで取り組んできました事業の継続や事務の効率化と住民福祉の向上に欠

かせない新たな事業にも取り組む方針をお示しするところでございます。 

 まずはじめに、新型コロナウイルス感染症についてです。 
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新型コロナウイルス感染症が発生して以来、感染拡大の波は現在までに第６波を迎えて

いる状況です。オミクロン株へと変異した新型コロナウイルスは、本年１月に入ってから爆

発的に感染拡大し、先月末までで３００万人を超え、感染症発生からの累計では５０１万人

の方が感染し、死者も累計で２万３，０００人を超えています。 

 このように感染者が拡大する状況下においても、これまでと同様に国民の命と健康を守

るため、昼夜を問わずご尽力いただいております医療従事者の皆様や介護、福祉関係者の皆

様方に対しまして、改めて敬意を表しますとともに感謝を申し上げるところでございます。 

現在、国は感染が拡大する地域につきましては、まん延防止等重点措置の延長を決定し

感染拡大防止に取り組んでおります。 

福岡県におきましても今月６日まで、まん延防止等重点措置が延長されたところであり

ます。 

昨年の３月議会において令和３年度の施政方針を述べ、令和３年度当初予算を承認して

いただきましたが、令和２年度に引き続き令和３年度も新型コロナの影響により多くの事

業や行事が中止又は延期せざるを得ない事態となりました。 

町民の皆様におかれましては、約２年にわたりご不便とご心配をお掛けしております。 

国は、長引く新型コロナウイルス感染症対策として「コロナ克服・新時代開拓のための

経済対策」とする令和３年度補正予算を昨年１２月２０日に成立させました。 

その中で新型コロナウイルス感染症の拡大により苦しい生活を余儀なくされた子育て世

帯を支援するために、高校生世代までの児童１人当たり１０万円相当の給付金の給付や、

住民税非課税世帯等に対しましては、１世帯当たり１０万円の給付金を給付できるよう財

源が措置されました。 

子育て世帯を支援する１０万円相当の給付金につきましては、令和３年中に１０万円を

現金で一括して支給開始することができるようにするため、昨年１２月１６日付で一般会

計補正予算第８号を専決処分させていただき、さらに住民税非課税世帯等に対する１０万

円の給付につきましても、令和３年度内のできるだけ早い時期に支給開始できるようにす

るため、本年１月７日付で第９号の補正予算を専決処分させていただきました。 

この専決処分の承認につきましては、本議会に議案として提出しておりますので、ご理

解とご協力を賜る次第です。 

議員の皆様におかれましては、長引く感染症の影響を受ける住民に対する経済対策への

早急な対応が求められる状況であったことから、令和３年度中の補正予算の決定におきま

しては、これまで２回の臨時会開催と２回の専決処分により予算を確保しなければならな

い状況に対しまして改めて感謝申し上げる次第です。 

また、国の補正予算における臨時特別交付金の使途につきましては、国の補正予算の目

的である「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の主旨に沿った形で、本町の令和

４年度当初予算の中に計上し予算編成を行っておりますので、ご理解とご協力をお願いす

るところであります。 
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ワクチン接種につきましては、昨年５月１０日からスタートし昨年１２月末までに、１

２歳以上の町民の約８８％が２回のワクチン接種を終えているところでございます。 

町民の皆様への３回目のワクチン接種につきましては、町内の各医療機関のご協力によ

り、本年２月７日より開始し、接種を希望される方への接種が速やかに終わるよう取り組

んでおります。 

引き続き国及び県の動向を注視しながら、感染拡大防止、そして新型コロナウイルス感

染症の終息に向けて努めて参ります。 

それでは、次に令和４年度の施政方針を述べさせていただきます。 

はじめに、鞍手町脱炭素化に向けた実行計画の策定です。 

昨年の３月議会において「ゼロカーボンシティ宣言」を致しました。 

将来にわたって豊かな自然の中で生きる喜びを感じ、健康で安心して暮らすことができ

る環境を次世代に引き継ぐため、日本を含め世界各国が２０５０年までに脱炭素社会の実

現に向け、再生可能エネルギーの利用促進等を推進しています。 

本町におきましても、この取組を町民や事業者の皆様とともに推進するために「鞍手町

脱炭素化実行計画」を令和４年度中に策定するとともに公共施設等への太陽光発電設備等

の導入調査を実施し、町独自での再生可能エネルギーの供給に向けて取り組むこととして

おります。 

この実行計画策定にあたっては、町民や事業者の代表者の皆様に協議していただく機関

として鞍手町脱炭素化推進協議会を設置することとしております。 

令和４年度も引き続き、脱炭素社会の実現に向けて取り組んで参ります。 

次に、小学校の統合に向けたあり方についてです。 

先ほど教育長より行政報告がありましたが、鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討

委員会から提出された提言を、教育委員会で審議した結果につきまして、２月２５日に開

催しました総合教育会議で「今後の町立小学校の統合に向けたあり方については、６小学

校を１校に統合」との報告を受けました。 

今後は、統合する際の小学校の場所や様々な課題などに関し、引き続き検討委員会の意

見を参考にし、教育委員会とともに鞍手町の未来を担う子どもたちに最適な教育環境の整

備、充実を図っていきたいと考えております。 

次に、私が町長就任時に掲げております「鞍手町の未来をひらく８つの約束」を踏まえ

ながら、令和４年度に向けた取り組みについて述べさせていただきます。 

まず１つ目に「喫緊の課題を解決する」として、地方独立行政法人くらて病院と役場庁

舎等の移転新築について挙あげておりました。 

新くらて病院は、現在、新型コロナウイルス感染症が発生し、感染が拡大する状況の中

で厳しい経営状況にはなっていますが、昨年８月に病院本体の建設工事が完了し、移転期

間を経て昨年１０月１日に無事開院をいたしました。 

先ほども申し上げましたが、コロナ禍で医療従事者や介護、福祉関係者は大変厳しい環
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境に置かれていますが、新病院の建設に携わってこられた工事関係者の皆様におかれまし

ても大変なご苦労があったと思います。改めてこれらの関係者の皆様に対しまして感謝申

し上げるところでございます。 

開院後は、町民の皆様に対して新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場として提供

され感染防止対策に寄与していただいており、町民の皆様はもちろんのこと周辺地域住民

の中核病院として重要な役割を担っております。 

これまで、くらて病院の再建にご尽力いただきました河野公俊理事長のもと、引き続き

地方独立行政法人法の制度を十分活かしながら病院の運営と健全経営をお願いするところ

であります。 

私も設立団体の長として法令や法人と取り交わしている協定等に従って必要な措置を講

じていきたいと考えております。 

次に、役場庁舎等建設事業についてです。 

役場庁舎等の移転建て替えにつきましては、これまで移転場所や役場機能等について議

員の皆様からもご意見をいただき基本計画の改訂を行いながら取り組んで参りました。 

そして、令和３年３月２５日に基本設計完成後、令和３年度から引き続き実施設計に着

手し、本年３月末で設計業務が完了致します。 

建設地の造成工事につきましては、昨年１２月下旬から着工しておりますが、本年５月

下旬にまでに完了し、６月からは庁舎本体等の建設事業者の選定のための準備を進め、 

令和５年度内での完成に向けて事務作業を行っているところです。 

令和４年度一般会計予算には、この建設工事に伴う関係予算を計上しております。 

なお、庁舎等建設事業費につきましては、緊迫する欧米諸国の情勢による世界経済の変

化や依然として拡大し続ける新型コロナウイルス感染症などにより、今後、日本経済にも

影響が及び資材や人件費の高騰が見込まれる状況ではあります。 

現時点では、当初計画に計上しておりました全体の概算事業費５３億２千万円以内で収

まる見込みでございますが、今後の社会情勢の変化を注視しながら、この概算事業費を堅

持できるよう努めて参ります。 

２つ目は、「公平、公正で町民に開かれた町政の推進」です。 

これまで公平、公正で町民に開かれた町政を掲げ、町民の皆様から納めていただいた税

金がどのように使われているか、予算の仕組みや執行状況をわかりやすくお伝えするた

め、平成３１年度（令和元年度）から本年度までの３か年間「なるほど！納得！町の予

算」を作成し、町民の方々に配布いたしました。 

令和４年度もこの冊子を作成する他、さまざまな町政に係る情報につきましても、これ

までと同様にＬＩＮＥやフェイスブックなどのＳＮＳに加え、令和３年度から利用を開始

したＫＢＣのｄボタンなどを活用して発信し、引き続き町民に開かれた町政の推進を図っ

て参ります。 

ただ、昨年の施政方針の中で新型コロナウイルス感染症に感染された方々に関する情報
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提供のあり方について申し上げましたが、さまざまな情報発信につきましては、正しい情

報をできるだけ早くお伝えすることが重要でありますが、何よりもその発信する情報は人

権に配慮されたものでなければならないと考えております。 

私は、町民皆様に対して人権に配慮した「公平、公正で町民に開かれた町政の推進」を

引き続き行って参ります。 

３つ目は、「教育、伝統文化、芸術を通して心豊かな暮らしの実現」です。 

新型コロナウイルス感染症の発生以来、児童・生徒の皆さんには、不自由な環境での学

習をお願いしております。 

所信表明で少子化が進み人口減少が見込まれる中で、次の鞍手町を担う子どもたちに

様々な分野で充実した教育環境を提供することが、私たちの役目だと申し上げました。 

令和元年度、すべての小学校普通教室を中心に空調設備を 

整備し、中学校においては、部活動の外部指導員の導入に向け体制の整備を図って参り

ました。 

また、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき小中学校の児童、生徒に一人一台のパソコン

端末の導入と高速大容量の通信ネットワークの一体的な整備を図り、ＡＩやＩＣＴ化に対

応できる教育を推進してまいりました。 

また、今後、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのリモート授業の実現に向け

て、本町の子どもたちに安全で充実した教育環境を提供するため、引き続き整備に努めて

参ります。 

また、生涯学習や芸術文化の推進につきましては、拠点となる中央公民館の大規模改修

を行っております。令和元年度には、これまでのレンガ色のタイルが多数剥がれ落ちた外

観から新築のような装いとなり、落ち着いた趣のある外観となりました。令和２年度に

は、トイレの下水道接続を含む大規模改修を行い、快適な学習環境となるよう整備を行い

ました。 

現在、ご承知のとおり新庁舎建設と併せて歴史民俗博物館別館として石炭資料展示室と

文化財収蔵庫の建設を進めております。新庁舎との同時完成を目指しながら、生涯学習や

芸術文化などの拠点としてさらなる機能の充実を図るよう令和４年度以降も引き続き中央

公民館内部の改修や周辺の整備に取り組んで参ります。 

４つ目は、「安全、安心な暮らしを育むまちづくり」です。 

令和２年度から安全、安心な暮らしを育むまちづくりを推進するため、安全、安心なま

ちづくりに特化した部署として総務課に新たに安全安心係を設置して２年が経過いたしま

した。 

近年の異常気象による台風や豪雨、あるいは頻繁に起こる地震などの自然災害は、時と

場所を選ばず私たちの生活を脅かしていますが、平成３０年７月豪雨以降、幸いにも本町

には大きな災害は発生しておりません。 

しかし、新型コロナウイルス感染症が発生して以来、避難所の開設の際には、感染症拡
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大防止のためのパーティションの設置や消毒類を準備するなど感染防止に細心の注意を払

って参りました。 

対策に必要な財源には、地方創生臨時交付金を活用し、かなりの備品や消耗品を準備す

ることができましたが、引き続き万一の災害時に町民の方々が安心して避難できるよう装

備品の充実と体制づくりに努めて参ります。 

また、防災情報につきましては、令和元年度以降１５基の防災行政用無線を増設すると

ともに、令和４年度には２基の防災行政用無線にスピーカーを追加することとしておりま

す。 

またこの増設に加え、先ほど述べましたＬＩＮＥやフェイスブックなどのＳＮＳの他、

ＫＢＣのⅾボタンなどにより本町独自の防災情報を発信できるよう整備いたしました。 

令和４年度以降も本町に起こる災害を常に想定してさまざまな対策を講じて参ります。 

さらに、令和２年度からスタートしております第５次総合計画後期基本計画の中には、

新たに第５章として「鞍手町国土強靭化地域計画」を追加いたしました。国の国土強靭化

計画そして福岡県の地域強靭化計画と調和しながら、引き続き万が一の事態、災害に備え

準備を進めて参ります。 

今後も町民の皆様が安全安心に暮らせるまちづくりに努めて参ります。 

５つ目は、「高齢者や障がい者がいきいきと元気で暮らせるまち」です。 

私は、町長就任以前より常々健康寿命を延ばすことがとても重要であると申し上げてお

ります。幾つになっても、また障がいがある方も元気でいきいきと生活できることが重要

であると思っております。 

令和元年度に総合福祉センターの輪い和い広場を再整備したことでペタンク大会などが

開催されており、引き続き輪い和い広場を活用するほか、地域包括支援センターで実施す

る介護予防サポートポイント事業やスポーツクラブの利用料助成、通いの場の開設などに

より健康寿命の延伸に努めて参ります。 

高齢者や障がい者の福祉につきましては、第５次鞍手町総合計画後期基本計画におい

て、高齢者が住み慣れた地域で暮らせる環境の整備や、障がい者がともに暮らせる地域づ

くりを目標に掲げ、事業を推進して参りました。 

また、令和３年３月に「第８期鞍手町高齢者保健福祉計画」及び「第３次鞍手町障がい

者計画第６期鞍手町障がい福祉計画第２期鞍手町障がい児福祉計画」を策定し、地域包括

ケアシステムの推進や障がい者基幹相談支援センター等の関係機関と連携を図りながら、

引き続き各種福祉サービスの提供に取り組んでいるところです。 

今後も継続して高齢者や障がい者がいきいきと元気で暮らせるまちをめざして取組みを

進めて参ります。 

６つ目は、「商工業の振興」です。 

私は、個性ある小規模小売店の集積化を図り、個性あふれた魅力的なまちづくりを進め

ていきたいと申し上げてきました。 
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新型コロナウイルス感染症の発生以来、地域の経済は、本町のみならず全国的に大きな

打撃を受けております。 

地域経済の再生には、地域の元気を支える中小企業や小規模事業者の活性化が不可欠で

あることから、令和２年度は地方創生臨時交付金を活用し、中小企業等への給付金交付や

プレミアム付地域振興券を販売する鞍手町商工会への補助金拡大などの支援策を実施して

参りました。 

令和３年度においても、臨時交付金の事業者支援分を活用した中小企業等への支援を実

施するとともに、創業支援や商品開発など鞍手町中小企業活性化計画に基づく助成事業を

実施してまいりました。 

このうち移住定住創業支援モデル事業では、補助金を活用し、１世帯２名が移住され、

新たに飲食店開業の準備を進めるとともにふるさと納税の返礼品開発に取り組まれていま

す。 

令和４年度においても、引き続き創業支援や商品開発、商業店舗リフォーム支援などを

実施し、商工業の振興に努めて参ります。 

また、様々な再生可能エネルギーを活用した発電事業を推進し発電した電力を地元鞍手

町で消費する電力の地産地消に取り組んで行きたいと申し上げておりました。 

この分野につきましては、新庁舎における太陽光発電の余剰電力を活用する仕組みを導

入するとともに、北九州都市圏域で連携し、再生可能エネルギー活用の取り組みを進めて

いきます。 

令和４年度以降も引き続き脱炭素の取り組みと併せて電力の地産地消に向けて取り組ん

で参りたいと考えております。 

７つ目は、「農業の振興」です。 

鞍手町の農業の特産物には、米をはじめラー麦や大豆、果樹ではブドウ、野菜ではイチ

ゴなどがあり、これらをさらにＰＲしていくことが重要と考えています。 

これに加え、新たな商品の開発が不可欠であると考え生産者とともに先進地視察にも行

って参りました。 

さらに、これまで課題となっている農業従事者の高齢化や後継者不足を打開するため

に、今後も国、県の補助を活用して自動操行のトラクターやコンバインなどを利用したス

マート農業の普及に取り組んで参ります。 

令和４年度も、引き続き新規就農者を含めた農業の支援に向けた各種事業を実施し、農

業の振興に取り組んで参りたいと考えています。 

８つ目は、「誇れる鞍手のまちづくり」です。 

町長就任時から町民の皆様とともに鞍手町を誇れるまちにしていきたいと申し上げてき

ました。 

鞍手町は、歴史的に貴重な文化財や全国的にも珍しい生物などが生息する自然豊かで伝

統文化があふれたまちです。 
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それに加え、駅や高速道路インターチェンジ、あるいは北九州市とつながる北九鞍手夢

大橋の開通などにより交通インフラが整って参りました。さらに、県道直方・鞍手線のバ

イパス工事や西川の河川拡幅工事が進められており、また昨年度には、本町交差点と周辺

の歩道整備も事業化され、より利便性の高い町へと整備が進められております 

昨年、くらて病院が完成し、現在進めている庁舎等建設事業により町の雰囲気も大きく

変わりつつあります。 

私が町民の皆様に対して掲げた「鞍手町の未来をひらく８つの約束」は、まだ道半ばで

あります。 

この約束を達成し、近隣にない住環境と利便性を備えた安全安心のまちとするため、職

員と一丸となって引き続き全力で取り組んでいく所存であります。 

小さくても、心豊かで、幸福度、満足度が高く、自信と誇りの持てる町を実現してまい

る所存ですので、どうか議員の皆様並びに町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上

げ、私の令和４年度に向けた施政方針といたします。 

○議長（星 正彦君） 

以上で町長の施政方針表明を終わります。 

次に進みます。 

日程第４、議案第１号から日程第９、議案第６号までの６件を一括して議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

町長 

○町長（岡崎 邦博君） 

日程第４議案第１号から日程第９議案第６号までの６件につきまして、一括して、提案

説明を申し上げます。 

日程第４議案第１号は、鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例であります。 

本議案は、２０５０年の脱炭素社会実現に向け、再生可能エネルギーの利用促進等、地

域の脱炭素化を推進するため、鞍手町脱炭素化推進協議会を設置すること、及び福岡県立

鞍手高等学校鞍手町立豊翔館の閉校により、鞍手町立豊翔館あり方検討委員会を廃止する

ことに伴い、鞍手町附属機関設置条例の一部について所要の改正を行うものであります。 

次に、日程第５議案第２号は、鞍手町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例であります。 

本議案は、人事院規則の一部が改正されることに伴い、鞍手町職員の育児休業等に関す

る条例の一部について所要の改正を行うものであります。 

次に、日程第６議案第３号は、鞍手町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正

する条例であります。 

本議案は、令和３年８月１０日付の人事院勧告に基づき、国家公務員の一般職の職員の

給与に関する法律等の一部が改正されることに伴い、鞍手町一般職の職員の給与等に関す

る条例の一部について所要の改正を行うものであります。 
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次に、日程第７議案第４号は、鞍手町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条

例であります。 

本議案は、押印を求める行政手続きの見直しを行うことに伴い、鞍手町固定資産評価審

査委員会条例の一部について所要の改正を行うものであります。 

次に、日程第８議案第５号は、鞍手町火入れに関する条例の一部を改正する条例であり

ます。 

本議案は、押印を求める行政手続きの見直しを行うことに伴い、鞍手町火入れに関する

条例の一部について所要の改正を行うものであります。 

次に、日程第９議案第６号は、福岡県立鞍手高等学校鞍手町立豊翔館の閉校に伴う関係

条例の整理に関する条例であります。 

本議案は、福岡県立鞍手高等学校鞍手町立豊翔館が令和４年３月３１日で閉校すること

に伴い、鞍手町立学校設置条例及び鞍手町立学校教育施設使用に関する条例の一部につい

て所要の改正を行うとともに、福岡県立鞍手高等学校鞍手町立豊翔館授業料等徴収条例の

廃止を行うものであります。 

以上が、日程第４議案第１号から日程第９議案第６号までの提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（星 正彦君） 

本案に対する質疑は後日行います。 

次に、日程第１０、議案第７号及び日程第１１、議案第８号の２件を一括して議題とし

ます。 

提案理由の説明を求めます。 

町長 

○町長（岡崎 邦博君） 

日程第１０議案第７号及び日程第１１議案第８号の２件につきまして、一括して提案説

明を申し上げます。 

日程第１０議案第７号は、専決処分の承認令和３年度鞍手町一般会計補正予算第８号で

あります。 

本補正予算は、国の経済対策の取組の一つとして、子育て世帯への臨時特別給付金につ

いて、現金１０万円の一括給付が可能となったことから、先行給付金分に追加して現金１

０万円を一括給付するための関係予算を追加するとともに、町独自の支援策として、所得

制限により国の給付制度の対象外とされた子育て世帯に対して、対象児童１人当たり１０

万円の現金給付に係る関係予算を追加し、令和３年１２月１６日付で専決処分を行ったも

のであります。 

補正の主なものを申し上げますと、歳出では、３款民生費子育て世帯への臨時特別給付

金給付費の国費分と町支援分で 1億１，７７１万６千円の関連予算を追加しております。 

歳入では、１９款繰入金の財政調整基金繰入金に 1億１，７７１万６千円を追加してお
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ります。 

なお、本補正予算のうち、国の経済対策に係るものについては、国費を財源に予算措置

すべきものではありましたが、専決処分の日が国の補正予算の成立前でありましたので、

財政調整基金からの繰入金を追加し、歳入歳出予算を調製したものです。 

その結果、歳入歳出それぞれ 1億１，７７１万６千円を追加し、予算総額は、歳入歳出

それぞれ９２億５，９５８万８千円として、令和３年１２月１６日付で専決処分しました

ので議会の承認を求めるものであります。 

次に、日程第１１議案第８号は、専決処分の承認令和３年度鞍手町一般会計補正予算第

９号であります。 

本補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面し

た方々が速やかに生活・くらしの支援を受けられるよう、令和３年度住民税非課税世帯等

に対し、令和３年１２月１０日を基準日として一世帯あたり１０万円の臨時特別給付金を

給付することとし、その給付金の支給を速やかに開始することとしたことから、その関係

経費について令和４年１月７日付で専決処分を行ったものであります。 

補正の主なものを申し上げますと、歳出では、３款民生費住民税非課税世帯等に対する

臨時特別給付金給付費として事務費を含めて３億４１０万６千円の関連予算を追加してお

ります。 

歳入では、１５款国庫支出金に３億４１０万６千円を追加し、歳入歳出予算を調製して

おります。 

その結果、歳入歳出それぞれ３億４１０万６千円を追加し、予算総額は、歳入歳出それ

ぞれ９５億６，３６９万４千円として、令和４年１月７日付で専決処分しましたので議会

の承認を求めるものであります。 

以上が、日程第１０議案第７号及び日程第１１議案第８号の提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（星 正彦君） 

本案に対する質疑は後日行います。  

次に 

日程第１２、議案第９号から日程第１７、議案第１４号までの６件を一括して議題とし

ます。 

提案理由の説明を求めます。 

町長 

○町長（岡崎 邦博君） 

日程第１２議案第９号から日程第１７議案第１４号までの６件につきまして、一括し

て、提案説明を申し上げます。 

日程第１２議案第９号は、令和３年度鞍手町一般会計補正予算第１０号であります。 

本補正予算の主なものを申し上げますと、歳出においては、２款総務費において今年度



12 

 

末に依願退職の申出があったことから４名分の退職手当を追加しております。 

同じく総務費ふるさと納税推進費において、ふるさと寄附金の伸びに伴い、返礼品やふ

るさと応援基金への積立金など関連費用として１億７０１万円を追加しております。 

同じく総務費庁舎等建設費において、不用額の減額など所要の補正を行っております。 

次に３款民生費地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費において、グループホーム運

営事業者の大規模改修工事について、国の補助事業に採択されたことに伴い、同補助金と

して４４８万３千円を追加しております。 

同じく民生費において、私立保育所費、認定こども園費、放課後児童健全育成事業費に

ついては、関連がありますので、併せて説明をさせていただきます。 

令和３年度国の補正予算第 1号において、保育士・幼稚園教諭等を対象に賃上げ効果が

継続される取組を行うことを前提として、収入を３％程度、月額９，０００円を引き上げ

るための措置を令和４年２月から実施することとされており、各事業費に国庫補助金を財

源として所要の補正を行っております。 

次に、６款農林水産業費の活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金において、事業の

取り下げにより５，２２８万８千円を減額しております。 

一方、歳入では１１款地方交付税において、令和３年度国の補正予算第１号により、令

和２年度国税決算及び令和３年度国税収入の補正に伴い増額された地方交付税法定率分に

ついて、令和３年度の地方交付税の再算定が行われ、１億２，７１９万４千円を追加して

おります。 

なお、これに関連して、この追加補正額のうち、一部は臨時財政対策債の償還財源を前

倒して措置されるものがあることから、２２款町債臨時財政対策債で７，２９３万１千円

を減額しております。 

また、歳出側の各種補助事業などの実績見込みなどにより、国・県支出金などについ

て、所要の補正を行うほか、１８款寄附金でふるさと寄附金の追加を、１９款繰入金で、

今年度末の依願退職者の退職手当の財源として職員退職手当基金からの繰入金を追加して

おります。 

そして、これらの要因により、今回の補正第１０号におきまして財源に余剰が生じまし

たので、財政調整基金繰入金から２億１，７９９万６千円減額することで、補正要因を調

製し、歳入歳出それぞれ１億７，７３９万４千円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ

９３億８，６３０万円としております。 

次に、日程第１３議案第１０号は、令和３年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予

算第４号であります。 

本補正予算は、歳出では元気まつりの未実施に伴う費用及び保健事業に係る事業費の減

額、歳入では、国民健康保険税や保険基盤安定等繰入金の増額などの補正要因を調整し、

歳入歳出それぞれ１，８８２万３千円を追加し、予算総額を、歳入歳出それぞれ２１億

４，４２８万３千円としております。 
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次に、日程第１４議案第１１号は、令和３年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算

第３号であります。 

本補正予算は、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金の減額、歳入では後期高齢者医

療保険料及び保険基盤安定繰入金の減額などの補正要因を調整し、歳入歳出それぞれ７１

６万７千円を減額し、予算総額を、歳入歳出それぞれ２億７,６０３万４千円としており

ます。 

次に、日程第１５議案第１２号は、令和３年度鞍手町住宅新築資金等特別会計補正予算

第２号であります。 

本補正予算は、借受人１名が一括納付により完済したことに伴い、歳入歳出それぞれ８

２万５千円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ１６７万７千円としております。 

次に、日程第１６議案第１３号は、令和３年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別

会計補正予算第１号であります。 

本補正予算は、かんがい施設維持管理運営基金の一部を有価証券化したことによる利子

及び配当金の増額などに伴い、３９５万４千円を追加しております。また、排水機場ポン

プ設備の修繕工事が年度内に完了しないことが見込まれるため、繰越明許費の予算措置を

講じております。 

これらの要因により、歳入歳出それぞれ３９５万４千円を追加し、予算総額を歳入歳出

それぞれ９，１３０万３千円としております。 

次に、日程第１７議案第１４号は、令和３年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特

別会計補正予算第２号であります。 

本補正予算は、介護老人保健施設の改修工事の増額に伴い２，３４０万円を追加すると

ともに、町債借入時期と借入利率の確定に伴い１,６１７万１千円を減額しております。 

また、介護老人保健施設の改修工事等が年度内に完了しないことが見込まれるため繰越

明許費の予算措置を講じております。 

これらの要因により、歳入歳出それぞれ７２２万９千円を追加し、予算総額を歳入歳出

それぞれ３億７，４９２万１千円としております。 

以上が、日程第１２議案第９号から日程第１７議案第１４号までの提案説明でありま

す。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（星 正彦君） 

 本案に対する質疑は後日行います。 

ここでしばらく休憩します。 

休憩 １３時５１分 

再開 １４時００分 

○議長（星 正彦君） 

 会議を再開します。 
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次に、日程第１８、議案第１５号を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

町長 

○町長（岡崎 邦博君） 

日程第１８議案第１５号につきまして、提案説明を申し上げます。 

日程第１８議案第１５号は、令和４年度鞍手町一般会計予算であります。 

はじめに、令和４年度鞍手町一般会計予算を提案するにあたり、予算編成に係る背景に

ふれながら方針を述べさせていただきます。 

令和４年度も、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況が予想され、特にオ

ミクロン株の感染拡大に直面し、国民生活や経済への影響は依然と続くことが懸念されて

おります。 

こうした中、国の予算等の状況を申し上げますと、まずは新型コロナウイルス感染症対

策に万全を期すとともに、この感染症の危機を乗り越え、「新しい資本主義」に向けて、

「成長と分配の好循環」を実現していくとされております。また、国の令和３年度補正予

算の速やかな執行を期すとともに、「１６か月予算」として同補正予算と一体的に編成し

た令和４年度予算を着実に実施していく必要があるとされております。 

具体的には、「科学技術立国の実現」、「地方を活性化し、世界とつながるデジタル田園

都市国家構想」、「経済安全保障の推進」を３つの柱として大胆な投資により、ポストコロ

ナ社会を見据えた成長戦略を国主導で推進し、経済成長を図るとされております。また、

賃上げの促進等による働く人への分配機能の強化、看護・介護・保育等に係る公定価格の

あり方の抜本的な見直し、少子化対策等を含むすべての世代が支え合う持続可能な全世代

型社会保障制度の構築を柱とした分配戦略を推進するとされております。 

これらの方針により編成された、国の一般会計予算総額は、１０７兆５，９６４億円、

前年度に比べ９，８６７億円、率にして０．９％増で今国会に提案されております。 

また、令和４年度の地方財政計画では、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地方が

地域社会のデジタル化や公共施設の脱炭素化の取組等の推進、消防・防災力の一層の強化

等に取り組みつつ、安定的な財政運営を行うために必要となる一般財源総額について、前

年度の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされています。また、地方交付

税の総額は１８兆５３８億円で、前年度と比較して６，１５３億円、率にして３．５％増

となっておりますが、その一方で、赤字地方債である臨時財政対策債は、地方税収入の増

加が見込まれることから大幅に抑制され、１兆７，８０５億円で、前年度と比較して３兆

６，９９２億円、率にして６７．５％の減となっております。 

このような状況を踏まえ、本町におきましては、依然として厳しい財政状況ではありま

すが、行政サービスが安定的に提供できるよう必要性、妥当性、優先度、費用対効果など

を多角的に検証するとともに、新たな視点や柔軟な発想により経費の削減に努め、各世代

にわたり社会保障の充実を図るなど選択と集中を行いながら予算を編成したところです。 
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また、国の令和３年度補正予算で増額された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金を財源とする本町独自の事業についても、当初予算と一体的に編成しておりま

す。 

それでは、鞍手町の一般会計予算の概要についてご説明いたします。 

まず、令和４年度一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ９１億２，６００万２千円

であります。前年度と比較して、９億８，７３８万５千円、率にして、１２．１％の増額

となっております。 

それでは、歳出から款ごとに主な予算を中心にご説明いたします。１款議会費です。議

会費全体では、前年度と比較して２８９万９千円減額となる９，１６０万６千円を計上し

ております。 

次に２款総務費です。総務費全体では、前年度と比較して６億７，８０４万３千円増額

の２２億９，０２６万９千円を計上しております。 

主なものは、ふるさと納税推進費で、令和３年度に大幅に伸びたふるさと納税を更に促

進するため、歳入側のふるさと応援寄附金で７億円を見込み、それに対応する返礼品やふ

るさと応援基金への積立金など関連予算として７億５，１９３万４千円を計上しておりま

す。 

次に、基幹システム管理費では、マイナポータル連携に伴うシステム構築等業務委託料

などを含む１億６，９３２万７千円を計上しております。なお、令和４年度に電算システ

ムのリプレイスを予定していることから、新たに債務負担行為の予算措置も講じておりま

す。 

次に、庁舎等建設費では、役場庁舎等の建替えに伴う関連予算５億２，６１４万２千円

を計上するとともに、建物の本体工事等に係る新たな継続費として総額３４億７，５９９

万１千円の予算措置も講じております。 

次に、臨時交付金事業として、六ヶ岳登山者駐車場トイレの衛生環境の改善を図るため

公有施設感染症予防対策事業費で９３３万１千円を計上するほか、電算システムのリプレ

イスに併せて、自治体ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進やテレワーク

環境を整備するため行政事務デジタル化推進事業費で５，２７１万円を計上しておりま

す。 

次に新規事業として、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、地域

ブランドや地場産品の開発・情報発信等の地域おこし支援や地域協力活動を行いながら、

その地域への定住・定着を図るための地域おこし協力隊の関連予算を５３９万６千円計上

しております。 

次に、３款民生費です。民生費全体では、前年度と比較して７，６７３万円増額となる

２７億８，９３８万７千円を計上しております。 

主なものは、障害福祉サービス費で５億３，３１９万３千円を、後期高齢者医療事業費

で３億４，８０９万７千円を、介護保険事業費で３億２，５３２万９千円を計上しており
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ます。 

次に、臨時交付金事業として、公共施設における感染防止対策を図るため公立保育所感

染症予防対策事業費で３０４万２千円を、また、集会所感染症予防対策事業費で５０万円

を計上しております。 

次に、４款衛生費です。衛生費全体では、前年度と比較して３，０５６万３千円増額と

なる９億８，４１１万７千円を計上しております。 

主なものでは、法定予防接種費で子宮頸がんに係るＨＰＶ13ワクチンの接種勧奨が再開

されたことに伴い、その関連予算を含む５，２１４万３千円を計上しております。 

次に、新型コロナウイルスワクチン接種事業費では、４月からのワクチン接種に係る関

連予算７，０００万２千円を計上しております。 

次に、臨時交付金事業として、公共・公用施設等の感染防止対策に係る衛生用品を購入

するため新型コロナウイルス感染症対策費で１０５万６千円を、また、ＰＣＲ検査費用の

一部を助成するため新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査助成事業費で２００万円を計上

しております。 

次に、新規事業として、２０５０年の脱炭素社会実現に向け、鞍手町脱炭素化実行計画

の策定支援及び、公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査のため脱炭素化推進事業費

で１，９８０万９千円を計上しております。 

次に、６款農林水産業費です。農林水産業費全体では、前年度と比較して４，３０３万

８千円減額となる１億９，４８９万９千円を計上しております。 

主なものは、多面的機能支払事業費で３，６２１万９千円を、用排水路維持補修費で

２，１６０万円を、防災重点農業用ため池緊急整備事業費で１，５１２万円を計上してお

ります。 

次に、新規事業として、新規就農に当たって経営開始時の資金支援を行うため新規就農

者経営発展支援事業費で３００万円を計上しております。 

次に、７款商工費です。商工費全体では、前年度と比較して４，２４３万８千円増額と

なる６，９５６万４千円を計上しております。主なものは、臨時交付金事業として商工会

が実施するプレミアム付地域振興券の販売に要する関連予算として地域振興券発行支援事

業費で３,５０８万８千円を計上しております。なお、プレミアム付地域振興券の発売総

額は２億２，０００万円で、プレミアム率２５％を予定しております。 

次に、新規事業として、福岡県及び直方市と共同でデジタル社会の基盤となるデータセ

ンター等の受け皿となる工業用地を整備するため直方・鞍手工業用地造成事業費として直

方市への負担金８０４万９千円を計上しております。 

次に、８款土木費です。土木費全体では、前年度と比較して１億６，７８４万円増額と

なる７億７，１３６万２千円を計上しております。 

主なものは、３か年の継続費として実施している西原橋補修工事に伴うＪＲ委託業務の

２年目に係る事業費を含む橋梁維持管理事業費で２億１，１０５万円を計上しておりま
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す。 

次に、下水道事業費で一般会計から下水道事業会計に対する補助金及び出資金として３

億４２５万円を計上しております。 

次に、新規事業として新庁舎建設地に隣接する本町・今村線の歩道の一部拡幅を含む道

路整備費として本町・今村線道路改良事業費で３，０００万円を計上しております。 

次に、９款消防費です。消防費全体では、前年度と比較して１，４３９万９千円の増額

となる２億８，７１７万８千円を計上しております。 

主なものは、常備消防に係る負担金として直方鞍手広域消防事務組合負担金で２億４，

４６９万１千円を計上しております。 

次に、臨時交付金事業として、避難所の感染防止対策に係る衛生用品や備蓄食料等を購

入するため避難所衛生環境対策費で１６６万２千円を計上しております。 

次に、１０款教育費です。教育費全体では、前年度と比較して９６４万４千円の増額と

なる６億８，２３４万１千円を計上しております。 

主なものは、庁舎等建設事業の関連事業として、公民館大規模改修事業費においては、

設計測量委託料として６４９万円を計上しております。 

また、歴史民俗博物館別館建設事業費で１，６１５万９千円を計上するとともに、展示

工事に係る新たな継続費として総額８，７１９万７千円の予算措置も講じております。 

次に、新規事業として、小学校の統合に向けた基本計画を策定する小学校統合・再編事

業費で１，７８０万３千円を計上しております。 

また、児童の基礎学力を向上させるため基礎学力向上推進事業費で１２０万円を計上し

ております。 

次に、臨時交付金事業として、ＧＩＧＡスクール構想の更なる充実に向けた関連予算と

して、小学校及び中学校の合計で８５６万１千円を計上するほか、文化体育総合施設内の

一部施設のトイレの衛生環境の改善等を図るため歴史民俗博物館感染症予防対策事業費で

３６６万円を、弓道場感染症予防対策事業費で２５０万円を計上しております。また、学

校給食費について子育て世帯の負担軽減を図るため４月から３回分の減免措置に係る学校

給食減免措置費で１，５２４万３千円を計上しております。 

次に、１２款公債費においては、前年度と比較して１，３６６万５千円の増額となる９

億５，２６６万７千円を計上しております。 

以上が歳出予算の概要であります。 

一方、歳入につきましては、令和４年度においても依然と厳しい状況にあり、地方交付

税をはじめ、国県支出金や町債などの依存財源に頼らなければならない財源構成となって

おります。 

はじめに、１款町税においては、前年度と比較して１，７２９万８千円増額となる１８

億７４７万４千円を計上しております。 

主な増減としては、個人町民税の現年課税分で１，８１６万３千円の増額を、法人町民
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税の現年課税分で１，７００万円の増額を見込んでおります。 

また、固定資産税の現年課税分では３２２万８千円の増額を見込んでいる一方で、滞納

繰越分では、前年度の徴収猶予分の減額の影響等により２，０８８万９千円の減額を見込

んでおります。 

次に、２款地方譲与税においては、前年度と比較して１６５万円増額となる６，６１２

万円を計上しております。 

次に、７款地方消費税交付金においては、前年度と比較して９００万円増額の３億４，

２００万円を計上しております。 

次に、１０款地方特例交付金においては、前年度と比較して２，１４１万７千円減額と

なる１，３００万円を計上しております。 

次に、１１款地方交付税につきましては、国が示す地方財政計画に基づき見込んだ結

果、前年度と比較して２億６，０００万円の増額となる２６億４，０００万円を計上して

おります。 

次に、１３款分担金及び負担金では、前年度と比較して５４４万６千円減額となる２，

２４３万８千円を計上しております。 

次に、１８款寄附金においては、前年度と比較して６億５,０００万１千円増額となる

７億２千円を計上しております。 

次に、２２款町債においては、前年度と比較して２０万円減額となる７億８，５４０万

円を計上しております。 

このうち、臨時財政対策債は、地方財政計画で示された減少率を参考に見込んだ結果、

前年度と比較して２億２，０００万円減額となる１億円を計上しております。 

そしてこれらの歳入を充てても、なお不足する財源３億８，７４６万５千円を、１９款

繰入金の財政調整基金繰入金に計上し、歳入歳出予算を調製しております。 

以上が、日程第１８議案第１５号の提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（星 正彦君） 

本案に対する質疑は後日行います。  

次に日程第１９、議案第１６号から日程第２６、議案第２３号までの８件を一括して議

題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

町長 

○町長（岡崎 邦博君） 

日程第１９議案第１６号から日程第２６議案第２３号までの８件につきまして、一括し

て提案説明を申し上げます。 

日程第１９議案第１６号は、令和４年度鞍手町国民健康保険事業特別会計予算でありま

す。 
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本予算は、歳出では一般被保険者に係る保険給付費の療養諸費及び国民健康保険事業費

納付金の増額、歳入では県支出金の増額などの関係項目を調整し、予算総額を、歳入歳出

それぞれ１８億６，６２２万７千円としております。 

次に、日程第２０議案第１７号は、令和４年度鞍手町後期高齢者医療特別会計予算であ

ります。 

本予算は、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金の増額、歳入では後期高齢者医療保

険料及び保険基盤安定繰入金の増額などの関係項目を調整し、予算総額を、歳入歳出それ

ぞれ２億９，５１７万９千円としております。 

次に、日程第２１議案第１８号は、令和４年度鞍手町住宅新築資金等特別会計予算であ

ります。 

本予算は、住宅新築資金等の貸付金回収金を一般会計へ繰り出すものとして、予算総額

を、歳入歳出それぞれ６９万円５千円としております。 

次に、日程第２２議案第１９号は、令和４年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別

会計予算であります。 

本予算は、町内１１か所のかんがい揚排水機場の年間必要維持管理経費を主なものとし

て、予算総額を、歳入歳出それぞれ５，２１０万１千円としております。 

次に、日程第２３議案第２０号は、令和４年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持

管理運営費特別会計予算であります。 

本予算は、谷山池斜樋操作場・谷山池パイプラインの施設について、年間必要維持管理

経費を主なものとして、予算総額を、歳入歳出それぞれ７３３万５千円としております。 

次に、日程第２４議案第２１号は、令和４年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特

別会計予算であります。 

本予算は、くらて病院に係る地方債の発行やその償還などを主なものとして、予算総額

を歳入歳出それぞれ２億６，０４９万６千円としております。 

次に、日程第２５議案第２２号は、令和４年度鞍手町水道事業会計予算であります。 

本予算は、安全で安定した水道水の供給に係る事業費を主なものとして、予算第３条収

益的収入及び支出では、水道事業収益３億４，４９５万４千円に対し、水道事業費用３億

３，３５１万３千円で、差引１，１４４万１千円の黒字予算を計上しております。 

次に、予算第４条資本的収入及び支出では、資本的収入５，０８５万２千円に対し、資

本的支出１億８，２６６万１千円で、差引１億３，１８０万９千円の不足となりますが、

不足額につきましては、当年度までの損益勘定留保資金から補填することにしておりま

す。 

次に、日程第２６議案第２３号は、令和４年度鞍手町下水道事業会計予算であります。 

本予算は、生活環境の向上及び公共用水域の改善に係る事業費を主なものとして、予算

第３条収益的収入及び支出では、下水道事業収益４億２，７１６万８千円に対し、下水道

事業費用４億２，９５６万円で、差引２３９万２千円の赤字予算を計上しております。 
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次に、予算第４条資本的収入及び支出では、資本的収入６億６７６万１千円に対し、資

本的支出７億１，９４９万５千円で、差引１億１，２７３万４千円の不足となりますが不

足額につきましては、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２，０１５万５千

円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２，３４６万５千円、過年度分損益

勘定留保資金８４７万４千円、当年度分損益勘定留保資金６，０６４万円から補填するこ

とにしております。 

以上が、日程第１９議案第１６号から日程第２６議案第２３号までの提案説明でありま

す。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（星 正彦君） 

次に、日程第２７、議案第２４号を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（岡崎 邦博君） 

日程第２７議案第２４号につきまして、提案説明を申し上げます。 

日程第２７議案第２４号は、鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく令和３年度固

定資産税の課税免除であります。 

本議案は、鞍手町工場等設置奨励に関する条例の規定に基づく、令和３年度分の固定資

産税の課税免除申請が、企業１社から提出されましたので、課税免除措置を講じるもので

あります。 

以上が、日程第２７議案第２４号の提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（星 正彦君） 

本案に対する質疑は後日行います。  

この際、休会についてお諮りします。明日３日から６日までの４日間を休会にしたいと

思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって明日３日から６日までの４日間を休会とすることに決定しました。 

以上をもって本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれをもって散会します。 

散会 １４時２８分 


